
 公 務 員 の 種 類 と 数 
 
 

公務員は、国家公務員が約64万人、地方公務員が約286万人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 務 員 

(約3,495,000人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家公務員 

(約640,000人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員 

(約2,860,000人) 

 

 

 

 

 

 

特 別 職 

(約300,000人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 職 

(約340,000人) 

 

 

 

 

  

 

 

大臣、副大臣、大臣政務官、 

大使、公使等（約500人) 

 

裁判官、裁判所職員 

(約26,000人) 

 

国会職員(約4,000人) 

 

防衛省職員 

(約270,000人) 

 

特定独立行政法人役員(約40人 

 

 

 非現業国家公務員 

 (約274,000人) 

 

検察官（約3,000人) 

 

国営企業（林野）職員 

（約5,000人） 

 

特定独立行政法人職員 

（約59,000人） 

 

 

 

 

   給与決定の方法 

 

 

 

 人事院勧告に準じて措置 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

 

人事院勧告 

 

 

 人事院勧告に準じて措置 

 

 
 

 団体交渉（仲裁裁定） 

 

 

 

 

 

（注）１ 国家公務員の数は、以下を除き、平成22年度末予算定員による。 

① 特定独立行政法人役員の数は、平成22年１月１日現在の法律上の規定の上限数。 

② 特定独立行政法人職員の数は、平成22年１月１日現在の常勤職員数。 

２ 地方公務員の数は、「平成21年地方公共団体定員管理調査」による一般職に属する地方公務員

数である。 

３ 職員数については、端数処理の関係で必ずしも合計数とは一致しない。 
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公務員の労働基本権等 

 

 

１ 労働基本権（労働３権）について 
 

 ・ 憲法 28 条で労働者の基本的権利を規定。 

 ・ 労働基本権は、団結権、団体交渉権、争議権の３つの権利から構成。 
 

①団結権   勤労者がその労働条件を維持・改善するために組合を組織する権利 

②団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利 

③争議権   団体交渉の裏づけとして、ストライキなどを行う権利 
  

 ※ 憲法第２８条  

       勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、 

      これを保障する。 

 

 

２ 公務員（一般職）の労働基本権の現状 

 

団 体 交 渉 権  区 分 団結権 

 協約締結権 

争議権

非現業職員 ○ 

(警察職員等除く) 

  △※注１ 

(交渉は可能)

× 

     

× 国

家

公

務

員  

国有林野、 

特定独立行

政法人  

○ ○ ○ × 

非現業職員  ○ 

(警察職員及び  

 消防職員除く)  

  △※注１ 

(交渉は可能)

  ×※注２ 

(書面協定は

可能）  

× 地

方

公

務

員  現業職員  ○  ○  ○  × 

(参考)民間  ○  ○  ○  ○  
    

  ※注１ 非現業職員は、交渉を行うことができるが、団体協約は締結できな

い。  

  ※注２ 非現業職員(地方)は、交渉を行い、その結果として書面協定を結

ぶことができるが、この書面は団体協約ではなく､法的拘束力はな

い。
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職員団体の登録状況（平成22年3月31日現在） 

（平成21年度・人事院年次報告書より） 

 
（注）１ 国土交通省の下欄は、管理職員等で組織する職員団体に係るものであり、在職者数は当該職員団体に加入し得る職員の総数である。 

   ２ 「在職者数」は、平成21年7月１日現在の「一般職国家公務員在職状況統計表」（総務省人事・恩給局調べ）における常勤職員

数に検察官の数を加え、警察職員等及び管理職員等の数を除いたものである。 

   ３ 「組織人員数」は、登録職員団体の組織人員を合計したもの（同一の重複を除く。）である。 

   ４ 「その他」は、構成員が２府省以上にわたるもの（日本国家公務員労働組合総連合会、日本国家公務員労働組合連合会行政職部会、

沖縄国家公務員労働組合等）をいい、その組織人員嵩数は、それぞれの該当府省の組織人員数に含まれている。 

   ５ 「計」欄のうち、在職者数、組織人員数及び組織率は、管理職員等で組織する職員団体を除いたものである。 
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総争議、
　争議行為を伴う争議の件数の推移(全産業)

昭和 平成 （年）
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争議行為を伴う争議

総争議

※　出所：厚生労働省「労働争議統計調査」

総争議 780件

争議行為 92件
(平成21年)
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争議行為 9581件
(昭和49年)
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出
所

：
厚

生
労

働
省

「
労

働
争

議
統

計
調

査
」
よ
り
、
産

業
種

類
別

の
争

議
件

数
の

う
ち
「
国

家
公

務
」
の

分
類

の
数

値
を
抽

出
し
て
作

成
。

　
※

１
　
本

調
査

の
産

業
分

類
は

、
「
日

本
標

準
産

業
分

類
」
に
よ
る
。

　
※

２
　
本

調
査

は
、
各

都
道

府
県

労
政

主
管

課
及

び
労

政
主

管
事

務
所

、
中

央
労

働
委

員
会

等
の

報
告

を
集

計
し
た
も
の

で
あ
る
。

国
家
公
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員
に
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る
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議
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の
「
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方
公
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」
の
分
類
の
数
値
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1

Ⅰ
概

観
及

び
国

家
公

務
員

の
数

・
種

類

ア
メ

リ
カ

イ
ギ

リ
ス

ド
イ

ツ
フ

ラ
ン

ス
(
参
考
)

日
本

国
家

連
邦
制
、
大
統
領
制

連
合
王
国
、
議
院
内
閣
制

連
邦
制

議
院
内
閣
制

大
統
領
は
象
徴
的

共
和
制
､行

政
権
は
大

統
領
・
首
相
に
属
す
る

議
院
内
閣
制

、
（

）
体
制
等

二
大
政
党
下
で
の
政
権
交
代

二
大
政
党
下
で
の
政

権
交
代

二
大
政
党
基
軸
で
の
政

権
交
代

多
党
制
下
で
の
政
権
交
代

概
現
行

建
国
当
初
か
ら
政
治
任
用
が
広
く
行
わ
れ
て

ﾉｰ
ｽｺ
ｰﾄ
･ﾄ
ﾚｳ
ﾞｪ
ﾘｱ
ﾝ報

告
(1
85
3年

)に
よ
り
､

絶
対
君
主
制
の
下
で
発
達
し
た
官
僚
制
が
、

仏
革
命
に
よ
り
国
王
の
官
僚
制
は
解
体
さ
れ

日
本

国
憲

法
に

よ
り

公
務

員
は

、
観

公
務
員

き
た
が
、
18
83
年
、
公
務
員
法
（
ﾍﾟ
ﾝﾄ
ﾞﾙ
ﾄﾝ

成
績
主

義
に
基
づ
く
資
格
任
用
制
が
確
立

民
主
的
議

会
制
下
で
も
継
承
さ
れ
、
民
主
的

1
9
世

紀
に

官
僚

養
成

学
校

に
よ

る
人

材
育

成
「
天
皇
の
官
吏
」
か
ら
「
全
体
の

制
度
の

法
）
制
定
に
よ
り
成
績
主
義
・
政
治
的
中

立
統
制
に
服
し
て
い
る

を
特
色
と
す
る
職
業
公
務

員
制
が
確
立

奉
仕
者
」
に
。
民
主
的
な
公
務
員

淵
源

性
に
基
づ
く
職
業
公
務
員
制
が
確
立

制
の
確
立
の
た
め
国
家
公
務
員
法

を
制
定

(2
0
0
8
年
9
月
現
在
)

(2
0
0
8
年
3
月
現
在
)

(2
0
0
8
年
6
月
現
在
)

(2
0
0
7
年
1
2
月
現
在
)

(2
0
1
0
年
度
末
定
員
等
)

26
9万

人
53
万
人

28
万
人

2
48
万
人

34
万
人

競
争
職
(C
o
m
pe
ti
ti
ve

S
er
vi
ce
)
13
4万

人
国
家
公
務
員
（C

iv
il
S
er
vi
ce
）

官
吏
(B
ea
m
te
)

13
万
人

官
吏
(T
it
u
la
ir
e
s)

1
7
5
万
人

一
般
職
国
家
公
務
員

競
争
試
験
に
よ
り
任
用
（職

階
制
適
用
）

～
国
王
の
奉
仕
者

公
法
上
の
勤
務
・忠

誠
関
係

恒
久
的
官
職
に
任
命
行
為
に
よ
り
任
用

国
統
治
権
関
与
・公

権
力
の
行
使

等
非
現
業
国
家
公
務
員

家
E
xc
e
pt
e
d
S
e
rv
ic
e

1
3
5
万
人

2
7
.4
万
人

除
外
職
(

)
公

う
ち

務
郵
便
庁
職
員

73
万
人

公
務
被
用
者
(T
ar
ifb
es
ch
äf
ti
gt
e)

1
5万

人
非
官
吏
(N
o
n
ti
tu
la
ir
es
)等

33
万
人

特
定
独
立
行
政
法
人
等
職
員

員
私
法
上
の
雇
用
契
約
関
係

見
習
職
員
、
補
助
職
員
、
臨
時
職
員
等

5.
8万

人
※

の
行
政
府
の
上
位
職

0.
8万

人
数

う
ち

と
高
級
管
理
職
俸
給
表
適
用
者
(E
X
)

※
種

(大
局
長
～
次
官
、
長
官
）

50
0人

⇒
政
治
任
用

類

※
上
級
管
理
職
俸
給
表
(S
E
S
)
7,
00
0人

⇒
１
割
が
政
治
任
用

(課
長
～
局
長
)

※
2
0
0
4
年

3
月

現
在

特
別
職
国
家
公
務
員

30
万
人

（ 参 考 ） 国 以 外 を 含 め た 公 務 員 数 （

※
特

別
職

国
家

公
務

員
に

つ
い

て
は

､
非

防
衛

省
職

員
27

万
人

を
含

む
。

軍
※
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
軍
人
、
軍
需
関

人
係
者
約
40
万
人
を
含
む

）

（
総
人
口

３
億
６
百
万
人
）

（
総
人
口

６
千
百
万
人
）

（
総
人
口

１
億
２
千
８
百
万
人
）

（
総
人
口

８
千
２
百
万
人
）

（
総
人
口

６
千
５
百
万
人
）

地
方

政
府

2
9
0
万
人

連
邦

26
9万

人

州 5
0
8
万

人
郡

･
市

等

1
,
4
1
5
万

人

総
計

約
2
,
1
9
3
万
人

総
計

約
52
6万

人

国
2
48
万
人

地
方
政
府

17
5万

人

公
共
病
院

1
0
3
万
人

中
央
政
府

2
5
7
万
人

公
営
企
業
体

5
7
万
人

総
計

約
60
4万

人

C
iv
il
S
e
rv
ic
e

5
3
万
人

国
営

医
療
機
関

15
8万

人
連

邦

官
吏

1
3
万
人

公
務

被
用
者

15
万
人

州

官
吏

1
2
3
万
人
(
教
員
を
含
む
)

公
務
被
用
者

6
9
万
人

総
計

約
4
3
0
万
人

市
町

村
等

官
吏

1
8
万
人

公
務
被
用
者

1
0
4
万
人

間
接

公
務

官
吏

8
万
人

公
務

被
用

者

7
1
万

人

地
方
公
務
員

2
8
5
.
5
万
人

総
計

約
3
4
9
.
5
万

人
（
行

政
府

職
員

の
み

）

一 般 職 国 家 公 務 員 万 人34

う
ち 教
員

1
4
1
万
人

警
察

2
9
万
人

人
事

院
作

成
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Ⅱ
諸

外
国

の
国

家
公

務
員

の
労

働
基

本
権

ア
メ

リ
カ

イ
ギ

リ
ス

ド
イ

ツ
フ

ラ
ン

ス
(
参
考

)日
本

憲
法

上
の

労
働

基
本

権
憲
法
典
上
､労

働
基
本
権
に
関
す
る

明
文
の
憲
法
典
は
な
い

団
結
権
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
保
障
規
定
が
あ
る

労
働
組
合
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る

憲
法
2
8
条
で

団
結
権

､交
渉
権

の
位
置
づ
け

規
定
は
な
い

及
び
争
議
権
に
つ
い
て
規
定

【
民
間
労
働
者
】

［
官

吏
］

［
公
務
被
用
者
］

【
官
民
共
通
の
枠
組
み
】

公
法
上
の
勤
務
･忠

誠
関
係

私
法
上
の
雇
用
契
約
関
係

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て

い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

団 結
(
注

)
軍

人
､
外

交
官

､
F
B
I
職

員
等

は
(
注
)
軍
人

、
警
察

官
は
禁

止
(注

)軍
人
は
禁

止
(
注
)
警
察

官
､
自
衛

官
等
は

禁
止

権
禁
止

国 家 公
給
与
等
の
法
定
の
勤
務
条
件
に
つ

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

務
い
て
交
渉
権
は
な
い

員
交

の
渉

(注
)法

定
の
勤
務
条
件
以
外
に
つ
い

労
権

て
は
認
め
ら
れ
て
い
る

働 基
給
与
等
の
法
定
の
勤
務
条
件
以
外

認
め
ら

れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
な
い

認
め
ら
れ

て
い
る

協
約
締
結
権
は
な
い

協
約
締
結
権
は
な
い

本
に

つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
る

権
協

(
注
)郵

便
庁
職
員
に
は
、
給
与
等
も

(注
)労

使
間
で
決
定
で
き
る
の
は
、

(注
)官

吏
関

係
法
の
改
正
を

(注
)賃

金
交
渉
に
は
必
ず
財

(注
)賃

金
交
渉
に
お
い
て
、
政
府
側

(注
)現

業
職
員
･特

定
独
立
行
政

約
含
め
交
渉
権
・
協
約
締
結
権
が
認

財
務
省

が
各
省
に
提
示
す
る
給
与

行
う
際
の
官
吏

組
合
の
関

務
省
関
係
者
が
関
与

は
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
予
算

法
人
職
員
に

は
､協

約
締
結
権

締
め
ら
れ
て
い
る

改
定
率
の
上
限
等
、
政
府
方
針
の

与
を

法
律

上
保

障
(
結

果
の
枠
内
(首

相
指
示
書
の
枠
内
)で

が
認
め
ら
れ
て
い
る

結
範
囲
内
に
限
ら
れ
る

に
拘
束
力
は
な
い
)

(注
)賃

金
交
渉
の
結

果
締
結

し
か
交
渉
し
な
い

権
さ
れ
た
協
約
が
予
算
の
付

(注
)民

間
と
同
じ
く
、
労
働
協
約
に

(注
)一

般
に
、
公
務
被
用
者

加
的
支
出
を
伴
う

場
合
に

(注
)交

渉
の
結

果
､議

定
書
(法

的
拘

は
通
常

、
法
的

拘
束
力

が
な

い
の

交
渉
結

果
が

反
映
さ

れ
は
、

連
邦

財
務
大

臣
の
同

束
力

な
し

)
が

作
成

さ
れ

た
場

合
て
い
る

意
が
必
要

は
､こ

れ
に
従
う
慣
行
が
あ
る
が
､

19
98
年
以
来
、
賃
上
げ
を
内
容
と

す
る
議
定
書
締
結
に
至
っ
た
こ
と

は
な
い

禁
止
さ
れ
て
い
る

明
文
の
規
定
は
な
い
が
､一

般
に

､
伝

統
的
職
業
官
吏
制
度
の

認
め
ら
れ
て
い
る

認
め
ら
れ
て
い
る

禁
止
さ
れ
て
い
る

罷
業
は
違
法
で
は
な
い

諸
原

則
か
ら
、
禁
止
は
自
明

争
と
さ
れ
て
い
る

議
(注

)単
純
参
加
を
含
め
て
、
違
反
は

(注
)軍

人
、
警
察
官
等
は
、
明
文
の

(注
)警

察
官
、
監
獄
職
員
、
司
法
官

権
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る

規
定
で
禁
止

等
は
禁
止

人
事

院
作

成
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諸
外

国
に

お
け

る
近

年
の

主
な

公
務

員
ス

ト
ラ

イ
キ

の
事

例
（

地
方

公
務

員
を

含
む

）

ア
メ

リ
カ

イ
ギ

リ
ス

ド
イ

ツ
フ

ラ
ン

ス

発
全
体

公
務

全
体

公
務

全
体

公
務

労
働

損
失

日
数

(
千
日

)
全

体
公
務

生
争

議
件

数
(
件

)
2
3

4
争

議
件

数
(
件

)
1
4
4

1
6

争
議

件
数

(
件

)
(

2
0
0
7
年

2
1
6
3
.
9

6
1
0
.
9

(デ
ー
タ
な
し
)

デ
ー
タ
な
し
)

状
参

加
人

員
(
万

人
)

7
.
7

1
.
9

参
加

人
員

(
万

人
)

5
1
.
1

3
7
.
0

参
加

人
員

(
万

人
)

1
6
.
9

1
.
3

2
0
0
6
年

2
3
7
3
.
4

9
5
2
.
0

況
労

働
損

失
日

数
(
千

日
)

2
6
8
7
.
5

6
1
.
6

労
働

損
失

日
数

(
千

日
)

7
5
8
.
9

6
1
4
.
3

労
働

損
失

日
数

(
千

日
)

4
2
8
.
7

1
3
9
.
5

2
0
0
5
年

3
1
1
3
.
0

1
1
1
6
.
0

※
(
参

加
人

数
千

人
以

上
・

2
0
0
6
年

)
(
2
0
0
8
年

)
(
2
0
0
6
年

)

○
2
0
0
5
.
1
2
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

都
市

交
通

局
の

ス
ト

○
2
0
0
8
.
7
賃

上
げ

要
求

の
国

家
公

務
員

等
の

ス
ト

○
2
0
1
0
.
2

賃
上

げ
要

求
の

ス
ト

○
2
0
0
9
.
1
2
人

員
削

減
策

に
反

対
す

る
ス

ト
年

金
問

題
や

賃
金

交
渉

で
労

使
が

対
立

し
､
2
5
年

イ
ン

フ
レ

率
を

下
回

る
賃

上
げ

率
に

反
対

す
る

公
・

連
邦

及
び

州
公

務
員

（
公

務
被

用
者

）
の

賃
上

げ
・

国
立

美
術

館
職

員
が

ス
ト

を
実

施
・

・
ぶ

り
に

ス
ト

実
施

務
員

数
十

万
人

が
２

日
間

の
ス

ト
を

実
施

を
求

め
て

、
ス

ト
を

実
施

。
約

２
万

人
が

参
加

近
○

2
0
0
9
.
3

雇
用

の
安

定
や

最
低

賃
金

引
上

げ
要

求
の

(
３

万
５

千
人

の
職

員
が

３
日

間
実

施
)

○
2
0
0
8
.
4
賃

上
げ

要
求

の
国

家
公

務
員

の
ス

ト
○

2
0
0
9
.
2
賃

上
げ

要
求

の
ス

ト
ス

ト
・

ス
ト

の
影

響
を

受
け

た
利

用
者

は
、

１
日

当
た

り
約

7
0
0
万

人
(
市

当
局

発
表

)
イ

ン
フ

レ
率

（
4
.
1
％

）
を

下
回

る
政

府
提

唱
の

・
民
間

企
業

の
給

与
上
昇

を
受

け
、

州
公

務
員

の
賃

・
公
務

員
を

含
む
主

要
な

労
働

組
合

が
大

規
模

な
ゼ

年
・

・
州

最
高

裁
は

、
裁

判
所

の
２

度
の

禁
止

命
令

を
無

賃
上

げ
率

（
2
.
4
5
％

）
に

反
対

す
る

国
家

公
務

員
労

上
げ

を
求

め
て

学
校

大
学

病
院

大
学

病
院

ネ
ス

ト
を

実
施

、
、

、
、

、
視

し
た

ス
ト

実
施

に
対

し
、

１
日

1
0
0
万

ド
ル

の
罰

組
(
P
C
S
)
が

2
4
時

間
ス

ト
を

実
施

。
1
0
万

人
以

上
の

行
政

庁
、

道
路

管
理

事
務

所
等

の
公

務
被

用
者

が
ス

の
○

2
0
0
9
.
1

サ
ル

コ
ジ

大
統

領
の

新
自

由
主

義
に

反
対

金
支

払
い

を
命

令
。

ス
ト

終
了

を
拒

否
す

れ
ば

、
組

公
務

員
が

参
加

ト
を

実
施

主
す

る
ス

ト
合

幹
部

を
収

監
す

る
可

能
性

が
あ

る
と

警
告

⇒
４

回
に

わ
た

る
交

渉
の

結
果

、
段

階
的

な
賃

上
げ

（
最

終
的

に
基

本
給

与
の

5
.
8
％

の
賃

上
げ

）
・

国
道

、
空

港
、
郵

便
、

医
療

、
教

育
、

電
気

・
ガ

○
2
0
0
6
.
5
人

員
削

減
に

反
対

す
る

国
家

公
務

員
ス

ト
⇒

労
使

双
方

は
､
ﾆ
ｭ
ｰ
ﾖ
ｰ
ｸ
州

調
停

委
員

の
あ

っ
せ

中
央

府
省

の
人

員
削
減

策
に

反
対
す
る

全
国

規
模

を
実
施

ス
等
の

公
務

員
を
含

む
労

働
者

が
ゼ

ネ
ス

ト
を

実
施

な
・

ん
案

を
受

け
入

れ
､
ス

ト
解

除
後

に
年

金
等

の
主

の
ス

ト
を

公
務

員
民

間
労

働
組

合
(
P
C
S
)
が

実
施

(
９

公
○

2
0
0
8
.
5
賃

上
げ

要
求

の
ス

ト
○

2
0
0
8
.
5
政

府
に

よ
る

公
共

サ
ー

ビ
ス

部
門

の
公

務
要

問
題

に
つ

い
て

交
渉

を
再

開
す

る
こ

と
で

合
意

万
人

の
国

家
公

務
員

が
4
8
時

間
ス

ト
を

実
施

)
・

員
整

理
方

針
に

反
対

す
る

ス
ト

ベ
ル

リ
ン

州
公

務
員

（
公

務
被

用
者

）
が

ス
ト

を
実

施
2
2
,
9
0
0
人

分
の

ポ
ス

ト
廃

止
（

う
ち

1
1
,
2
0
0
人

分
務

○
2
0
0
6
.
3
年

金
改

革
に

反
対

す
る

地
方

公
務

員
ス

ト
・

年
金

改
革

案
に

対
す

る
交

渉
で

労
使

が
対

立
。

公
⇒

段
階

的
な

賃
上

げ
(
第

１
回

3
.
1
％

､
第

２
回

2
.
8

は
教

育
関

係
）

に
反

対
す

る
教

員
労

組
､
税

関
･
税

務
・
務

部
門

労
働

組
合

(
U
N
I
S
O
N
)
等

の
呼

び
か

け
で

1
5
0

％
)
を

実
施

し
、

一
時

金
(
2
2
5
ユ

ー
ロ

)
を

支
給

関
連

労
働
者

等
の

公
務

員
約

3
0
万

人
が

ス
ト

を
実

施
部

万
人

の
地

方
公

務
員

が
2
4
時

間
ス

ト
実

施
門

○
2
0
0
8
.
2
～

3
賃

上
げ

要
求

の
ス

ト
○

2
0
0
7
.
1
1

サ
ル

コ
ジ

大
統

領
に

よ
る

社
会

制
度

改
⇒

政
府

が
改

革
案

の
見

直
し

を
約

束
・

革
案

、
公

務
員

削
減

案
に

反
対

す
る

ス
ト

連
邦

及
び

市
町

村
公

務
員

（
公

務
被

用
者

）
の

賃
上

げ
を

求
め

て
、

病
院

、
近

距
離

交
通

、
ゴ

ミ
収

集
約

7
0
万

人
が

参
加

の
○

2
0
0
5

年
金
改
革
に
反
対
す
る
国
家
公
務
員
等
の
ス
ト

・
・

2
0
0
5
年

の
春

か
ら

夏
に

か
け

､
組

合
は

政
府

の
年

職
員
等

が
ス

ト
を

実
施
。

２
月

だ
け

で
約

2
0
万

人
が

ス
○

2
0
0
7
.
2

賃
上

げ
と

人
員

削
減

撤
回

を
求

め
る

ス
ト

金
施

策
に

反
対

｡
1
0
0
万

人
規

模
の

ス
ト

実
施

を
計

画
参

加
(
政

府
は

公
務

員
の

年
金

受
給

年
齢

を
6
0
歳

か
ら

6
5

教
師

、
徴

税
担

当
者

、
郵

便
職

員
な

ど
の

公
務

員
が

歳
に

引
き

上
げ

よ
う

と
し

て
い

た
。

)
・

終
日

ス
ト

を
実

施
ト

○
2
0
0
6

前
年

か
ら

争
点

と
な

っ
て

い
る

勤
務

時
間

延
長

に
反

対
す

る
州

公
務

員
等

の
ス

ト
⇒

大
き

な
ス

ト
は

実
施

さ
れ

ず
､
1
0
月

に
政

府
と

ラ
・

○
2
0
0
6
.
1

賃
上
げ
､雇

用
､公

共
サ
ー
ビ
ス
擁
護
の
ス
ト

組
合

の
間

で
､
現

職
公

務
員

に
つ

い
て

は
6
0
歳

に
週
3
8
.
5
時

間
か

ら
週
4
0
時
間

へ
の

勤
務

時
間

延
長

な
れ

ば
年

金
を

請
求

で
き

る
こ

と
と

す
る

旨
の

合
等

を
め

ぐ
り

､
多

数
の

州
で

､
ゴ

ミ
収

集
職

員
、

看
護

・
初

日
郵

政
労

働
者

が
郵

便
事

業
の

自
由

化
反

対
､

、
意

が
成

立
(
他

方
、

新
規

採
用

者
か

ら
6
5
歳

に
引

職
員

等
が

２
月

以
降

断
続

的
に

ス
ト

実
施

２
日

目
､
国

鉄
労

働
者

が
人

員
削

減
反

対
､
最

終
日

､
イ

上
げ

)
(
1
4
年

ぶ
り

の
大

規
模

ス
ト

と
言

わ
れ

る
。

)
教

員
・

公
務

員
が

賃
上

げ
を

掲
げ

、
ス

ト
実

施
⇒

州
使

用
者

団
体

と
統

一
サ

ー
ビ

ス
産

業
労

働
組

(
３

日
間

で
５

万
人

が
参

加
)

キ
合

(v
er
.d
i)
･
ド

イ
ツ

官
吏

同
盟

と
の

合
意

が
成

立
○

2
0
0
4
.
1
1

大
蔵

省
発

表
の

ポ
ス

ト
削

減
計

画
に

反
事

対
す

る
国

家
公

務
員

の
ス

ト
○

2
0
0
5

労
働

時
間

短
縮

の
堅

持
、

公
共

サ
ー

ビ
ス

堅
公

務
被

用
者

の
週

勤
務

時
間

は
州

に
よ

り
3
8
.
5

持
等

を
め

ぐ
る

国
家

公
務

員
の

ス
ト

・
P
C
S
は

雇
用

年
金

省
と

内
務

省
の

職
員

に
よ

る
ス

時
間
か

ら
3
8
.
5
～

4
0
時

間
に

ト
実

施
(
2
0
万

人
の

国
家

公
務

員
が

2
4
時

間
ス

ト
を

例
○

2
0
0
2

賃
上

げ
要

求
の

州
公

務
員

の
ス

ト
○

2
0
0
4

地
方

分
権

法
案

、
医

療
保

険
改

革
、

政
府

の
実

施
)

給
与

政
策

等
を

め
ぐ

る
国

家
公

務
員

の
ス

ト
⇒

雇
用

年
金

大
臣

は
、

同
省

に
お

け
る

削
減

計
画

・
複
数

の
州

、
都

市
で

ス
ト

を
実

施
、

、
、

に
つ

い
て

、
３

か
月

間
は

強
制

的
な

解
雇

を
行

わ
・

行
政

事
務

職
員

幼
稚

園
職

員
ゴ

ミ
収

集
職

員
○

2
0
0
3

年
金

改
革

、
地

方
分

権
等

を
め

ぐ
る

国
家

公
な

い
こ

と
を

P
C
S
と

合
意

。
た

だ
し

、
政

府
は

、
交

通
機

関
職

員
等

が
ス
ト

を
実

施
務

員
の

ス
ト

現
在

で
も

、
こ

の
計

画
に

基
づ

く
削

減
を

進
め

て
○

2
0
0
0

賃
上

げ
要

求
の

ス
ト

い
る

。
○

2
0
0
0

税
務

部
門

の
合

理
化

に
反

対
す

る
ス

ト
・

病
院

関
係

者
･
教

師
･
行

政
事

務
職

員
･
ゴ

ミ
収

集
職

員
･
公

共
交

通
職

員
･
空

港
職

員
等

が
ス

ト
を

実
施

・
税
務

部
門

の
合

理
化

に
反

対
し

て
、

税
務

署
の

相
○

2
0
0
4

賃
上

げ
要

求
の

国
家

公
務

員
の

ス
ト

・
雇
用

年
金

省
の

職
員

が
給

与
を

巡
り

2
0
0
4
年

に
争

談
窓

口
、

出
納

事
務

の
情

報
処

理
セ

ン
タ

ー
等

の
職

議
行

為
を

行
っ

た
。

同
年

１
月

、
４

月
及

び
７

月
に

員
が

ス
ト

を
実

施
。

全
国

の
税

務
署

の
半

数
以

上
が

そ
れ

ぞ
れ

２
日

間
の

ス
ト

を
実

施
。

閉
鎖

○
2
0
0
0

予
算

増
額

を
要

求
す

る
ス

ト
・

公
立

医
療

機
関

に
係

る
予

算
増

額
要

求
の

た
め

、
医

師
等

が
ス

ト
を

実
施

※
I
L
O

L
A
B
O
R
S
T
A
（

h
t
t
p
:
/
/
l
a
b
o
r
s
t
a
.
i
l
o
.
o
r
g
/
）

よ
り

作
成

「
公

務
」

の
項

は
「

P
u
b
l
i
c

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

a
n
d

D
e
f
e
n
c
e
;
C
o
m
p
u
l
s
o
r
y

S
o
c
i
a
l

S
e
c
u
r
i
t
y
」

の
数

値
を

抽
出

し
た

。
な

お
、

フ
ラ

ン
ス

の
「

全
体

」
の

項
は

概
算

に
よ

る

1
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公益事業等の争議行為に係る現行法における諸規制 

 

 

１ 労働関係調整法による公益事業等の労働争議調整 

        注：公益事業（第８条） 

①運輸事業、②郵便、信書便又は電気通信の事業、 

③水道、電気又はガスの供給の事業、④医療又は公衆衛生の事業、 

⑤内閣総理大臣による臨時追加指定（実績なし） 

     
（１）公益事業については１０日前までの争議予告義務（第３７条） 

                    （⇔それ以外の事業は事後届出） 

 

（２）緊急調整（第３５条の２～第３５条の５） 

    ・ ①公益事業に関するもの、②規模が大きいもの、又は③特別の性質の事業に関

するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の

運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事

件について、その虞が現実に存するときに限り、内閣総理大臣は、中央労働委員

会（以下「中労委」という。）の意見を聞いて緊急調整の決定をすることができ

る。 

＊ 緊急調整の決定の実績 １件 

昭和２７年１２月 石炭争議（緊急調整の決定後スト終結） 

・ 中労委は、斡旋、調停、仲裁のほか、事件の実情調査及び公表、勧告を行うこ

とができる。 

・ 緊急調整の公表から５０日間は、争議行為禁止（第３８条）。 

 

（３）安全保持施設の正常な維持・運行を停廃し又は妨げる争議行為の禁止（第３６条） 

 

（４）日本電信電話株式会社に関する特例（昭和６０年４月～昭和６３年９月） 

    ※ 電電公社民営化（ＮＴＴ設立）時から３年半設けられていた経過的措置 

      日本電信電話株式会社に関する事件であって争議行為により当該業務が停止され

るときは国民経済又は公衆の日常生活に相当程度の障害を及ぼすおそれがあると認

められるとして労働大臣が認定し、中労委に調停の請求をしたとき 

・ 中労委は事件の実情及び調停の経過を公表することができる。 

・ 緊急調整を除き他の公益事業の事件に優先して調停を取り扱う。 

    ・ 調停請求の公表から調停終了の公表までの間（１５日間まで）は争議行為禁止。 
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２ 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律（スト規制法） 

 による禁止 

 
（１）電気事業 

   電気の正常な供給を停止する争議行為その他電気の正常な供給を阻害する争議行

為の禁止 

 
（２）石炭鉱業 

   保安業務の正常な運営を停廃し、人に対する危害、鉱物資源の減失・重大な損壊、

鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずる争議行為の禁止 

 

 

３ 船員法による禁止（第３０条） 

    労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又は争議行為により人

命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、してはならない。 
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１２ 
 

争議行為の企画、助長等に対する刑事罰に関する規定 

 
 

○ 現行の国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）  

 第 98 条 （略） 

 ② 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業そ

の他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をし

てはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行

を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。 
 

※ これら行為の共謀、そそのかし、あおり等については、３年以下の懲役又は 100 万円以下の

罰金。 

※ 争議行為等の実行行為については、懲戒等の対象とはなっても、刑事罰の適用はないが、そ

の企画、助長等の行為については、刑法の教唆犯と異なり、独立して刑事罰を科することとし

ているのは、立法意思として争議行為を未然に防止することを重視したからであると考えられ

ている。 

※ 「争議行為」は「国の正常な業務の運営を阻害する行為」と、「怠業的行為」は「政府の活

動能率を低下させる行為」と解され、「怠業的行為」は「争議行為」に至らないものと解され

ている。 

 

 

〔参考１〕 現行の独立行政法人の役職員に関する法律の規定 

 ● 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号） 

  第２条 （略） 

  ２ この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、

その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を

及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等

を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えるこ

とが適当と認められるものとして個別法で定めるもの。 

 

 ● 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和 23 年法律第 257 号） 

第 17 条 職員及び組合は、特定独立行政法人等に対して、同盟罷業、怠業、

その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。

また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為

を共謀し、唆し、又はあおってはならない。 
  ※ 第 17 条違反については、罰則は無い。また、「怠業的行為」については明記されていない。 
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１３ 
 

 

強制仲裁 

 

  

○ 特定独法・国有林野については、関係労使の合意等による申請があった場

合（任意仲裁）のほか、 

  ア 中労委のあっせん・調停開始後２月を経過して、なお紛争が解決しな

い場合において、関係当事者の一方が仲裁の申請をしたとき 

  イ 中労委が、あっせん・仲裁を行っている事件について、仲裁を行う必

要があると決議したとき 

  ウ 主務大臣（厚生労働大臣、農林水産大臣等）が中労委に仲裁の申請を

したときに仲裁が開始される。 

 ○ これら企業が国民経済及び国民の日常生活に密接な関係をもつものであ

ると同時に労使ともに争議行為を禁止されているという特殊性にかんがみ、

紛争が未解決のまま長引くことは望ましくなく、公的な第三者機関により公

正な調整を図る必要があるため、特に設けられたもの。 
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１４ 
 

 

部門別の国家公務員のストライキの影響例 

 

・ 外務省 

  →外交交渉などのタイミングを逸することにより国益が損なわれるおそれ 

 

・ 在外公館 

  →海外法人が必要な保護を受けられず、その生命・財産が脅かされるおそれ 

 

・ 法務局 

  →登記・国籍・供託事務の空白が生じ、国民の権利を損なう 

 

・ 入国管理局 

  →入国審査の空白を生じる 

 

・ 植物防疫所等 

  →有害な病害虫の侵入を許し、農畜産物に多大な被害が生じる等のおそれ 

 

・ 原子力・安全保安院 

  →原子力安全・産業保安の確保の停滞をまねくおそれ 

 

・ 特許庁 

  →特許の受付の遅延や審査の空白を生み、申請者の権利を損なう 

 

・ 航空管制官 

  →空港の閉鎖、航空輸送の停止 

 

・ 特定独法 

  →国民生活等の支障のおそれ  

 

（行政改革推進本部専門調査会第 12 回会議（平成 19 年 8 月 6 日）資料４より） 

 

※ 上記のスト実施の影響例は、１週間の全国ストを想定したものである。 

 行政改革推進本部事務局で作成。事務を所管する各府省に協議を行っていない。 
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